
こ

の

点
の

事
情
は
、

足
柄
県
下
の

動
き
か
ら
も
う
か
が

う
こ

と
が
で

き
る
。

足
柄
県
で

は
、

神
奈
川
県
よ
り
も
は

や
く
に
、

名
実
と
も
に
大
区
・

小
区
制
を
設
置
し
て
い

た

こ

と
は
、

前
に
述
べ

た
と

お

り
で

あ
る
が
、

一

八
七
五

（
明
治
八

）
年
の

頃
は
、

大
区
と
小
区
に

正
副
区
戸
長
と

議
員
、

書
記
を
、

各
村
町
駅
に

里
長
と
立
会
人
と
議
員
を

お
く
統
治
組
織
を
と
っ

て
い

た
。

正
副
区
戸
長
が
一

般
人

民
の

公
選
の

か
た
ち
で

推
挙
し
、

里
長
・

立
会
人
は
一

般

人
民
の

公
選
に
よ
る
と
り
き
め
で

そ
れ
ぞ
れ

決
め

る
こ

と
を
た
て

ま
え
と
し
て
い

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
三

二

）。

地
域
の

人
び
と
の

公
選
を
へ

て
、

統
治
機
構
と
し

て

の

大
区
・

小
区
制
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い

た
こ

と

は
明
ら
か
で

あ
る
。

そ
し
て
、

こ

の

制
度
の

実
効
を
あ
げ

る
た
め
に

と
ら
れ
た
手
段
が
、

大
区
会
議
、

小
区
会
議
で

あ
っ

た
。

神
奈
川
県
と
同
様
、

地
方
事
務
（
勧
業
、

治
安
、

民
費
節
減
な
ど

）
の

実
効
を
あ
げ
る
た
め
に

「
上
下
協
和

気
脈
流
通
」
を
は
か
る
と
い

う
意
図
か
ら
、

設
置
さ
れ
て

第1表神奈川県下の大・小区区域（1875年1月）

川井景一「神奈川県地誌略全（1875年）」から
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い

っ

た
。

こ

の

よ
う
に

神
奈
川
・

足
柄
両
県
と
も
、

大
区
・

小
区
制
を
敷
く
な
か
で
、

旧
来
の

村
役
人
層
の

者
を
県
官
に

準
じ
た
行
政
吏
と
し
て

待
遇
し
、

旧
来
の

村
の

組
頭
・

百
姓
代
な
ど
の

機
能
を
代
議
人
の

制
度
に

解
消
し
て

村
の

秩
序
を
編
成
し
直
そ
う
と
試
み
た
の

で

あ
る
。

大
区
小
区
と
民
費

つ

ぎ
に
、

編
成
し
直
さ
れ
た
村
の
、

民
費
支
出
と
い

う
面
か
ら
大
区
・

小
区
制
の

も
つ

機
能
の
一

端
を
み
て

お
き
た
い
。

大

区
・

小
区
制
の

施
行
に
よ
っ

て

村
の

出
費
が
増
大
す
る
こ

と
に

対
し
て
は
、

す
で

に
、

一

八
七
三
年
十
一

月
二
十
九
日
、

県

当
局
も
県
参
事
の

名
で
、

「
諸
入
費
之
義
一

際
節
減
不
致
候
而
ハ

不
相
成
筋
ニ

候
」
と
民
費
を
で

き
る
だ
け
減
額
す
る
こ

と
を
通
達
し
て
い

た
（
資
料

編
11

近
代
・

現
代
⑴
二
二

）。

し
か
し
、

大
区
小
区
の

た
め
に

村
が
出
費
す
る
経
費
は
、

村
方
の

出
費
を
は
る
か
に

越
え
て
い

た
。

そ
の
一

例
を
あ
げ
る
と
、

一

八
七
六
（
明
治

九
）
年
度
の

あ
る
村
の

民
費
総
額
は
、

約
六
十
七
円
六
十
二
銭
で
、

そ
の

う
ち
大
区
小
区
費
の

占
め
る
額
が

約
三
十
八
円
で
、

民
費
の

五
六
㌫
以
上

に

も
達
し
て
い

る
。

ま
た
別
の

村
で
は
五
八
㌫
に

な
っ

て
い

る
と
こ

ろ
も
あ
り
、

さ
ら
に

民
費
の

五
分
の

三
以
上
を
大
区
小
区
費
と
し
て

負
担
し
て

い

る
村
さ
え
も
あ
っ

た
（「
吉
浜
家
文
書
」『
町
田
市
史
』）。

大
区
・

小
区
制
の

実
施
に

と
も
な
い

民
費
が
増
大
す
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い

勢
い

で

あ

っ

た
だ
け
に
、

「
小
前
末
々

ニ

至
リ
候
テ
ハ

…
苦
情
ヲ

唱
へ

候
」
と
い

う
状
況
も
、

し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

そ
の

た
め
に
、

「
区
長
副
区
長

事
務
条
例
」
や
「
区
長
戸
長
事
務
取
扱
心
得
書
」
、

「
区
長
事
務
章
程
」
を
定
め
て
、

諸
経
費
に
つ

い

て

詳
細
に

記
帳
し
た
帳
簿
を
備
え
て

お

く
こ

と
な
ど
を
指
導
し
て
い

っ

た
の

で

あ
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
二
一

、

二
八

）。
一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
十
二
月
、

民
費
の

徴
収
に

予
算
制
度
を
取

り
入
れ
よ
う
と
し
て

民
費
賦
課
法
を
改
め
て
、

県
会
の

「
衆
議
一

決
」
を
経
た
「
民
費
予
算
収
入
規
則
」
を
、

県
下
に

布
達
し
て
い

っ

た
の

も
、

民

費
費
目
の

整
備
と
民
費
徴
収
を
ス

ム

ー
ズ
に

と
り
お
こ

な
い
、

大
区
小
区
の

運
営
に

支
障
が
来
た
さ
な
い

た
め
の

配
慮
で

も
あ
っ

た
。

民
費
総
額
の

半
分
以
上
が
、

大
区
小
区
費
で

あ
っ

て
、

し
か
も
大
区
小
区
費
の

費
目
の

ほ
と
ん
ど
が
、

第
二

表
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

大
区
・

小
区
制
を
実
施
し
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て
い

く
う
え

で
の

行
政
管

理
費
で

あ
っ

た
。

そ
れ
だ

け
に

大
区
小

区
費
の

徴
収

が
う
ま
く
い

く
か
ど
う
か

は
、

大
区
小

区
と
い

う
地

方
統
治
組
織

の

実
効
性
に

か
か
わ
る
こ

と
で

も
あ
っ

た
。

一

八
七

六
年
六
月
八

日
、

神
奈
川

第2表民費予算収入費目

『1875年神奈川県達第260号』から
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県
権
令
野
村
靖
は
、

「
臨
時
議
事
会
緒
言
」
と
題
し
て
、

議
員
に

訓
示
を
与
え
て
い

る
が
、

議
事
会
の

開
設
に
つ

い

て

は
、

「
区
費
徴
集
ノ

適
不
適
ハ

区
内
人
民
ノ

寧
不
寧
ニ

関
係
ス

ル
ニ

於
テ
ヲ
ヤ

」
と
い

う
見
地
か
ら
説
明
し
て
い

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
五
六

）。

地
域
や
民
衆
の
こ

と
に
か
ん

す
る
諸
問
題
を
議
論
し
、

将
来
人
民
の

権
利
を
確
保
す
る
た
め
の

「
公
論
讜
議
」
も
、

じ
つ

は
、

県
（
政
府

）
の

立
場
か
ら
、

い

か
に

し
て

民
費
徴

収
の

実
を
あ
げ
る
か
を
く
め
ん
す
る
手
立
て

と
し
て

考
え
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
に
、

大
区
・

小
区
制
が
地
方
統
治
組
織
と
し
て

軌
道

に

乗
り
う
る
か
否
か
が
、

ひ
と
つ

に

は
大
区
小
区
の

経
費
の

徴
収
に

か
か
っ

て
い

た
。

会
議
体
の
股
置

維
新
政
府
は
、

地
租
改
正
事
業
に

着
手
し
た
の
に

と
も
な
い
、

改
租
作
業
を
円
滑
に

推
し
進
め
る
う
え
で

も
、

大
区
小
区
の

地

方
統
治
組
織
を
重
視
し
て
い

た
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
六
月
、

県
布
達
一

九
一

号
で
「
地
租
改
正
取
調
総
代
人
」
の

制
度
が

設
け
ら
れ
る
が
、

総
代
人
を
、

各
大
区
の

区
長
な
い

し
は
副
区
長
に
、

各
小
区
の

戸
長
に

は
地
租
改
正
の

「
専
務
」
を
命
じ
て
、

大
区
小
区
の

行
政

機
構
と
一

体
と
な
っ

て

強
力
な
改
租
推
進
の

か
た
ち
を
つ

く
り
出
し
て

い

く
の

で

あ
る
。

地
租
改
正
着
手
方
法
協
議
の

名
目
で

大
区
の

集
会
、

会

議
、

代
議
人
会
議
な
ど
が
開
か
れ
て
、

代
議
人
―
区
会
の

役
割
は
高
ま
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

代
議
人
が
文
字
通
り
地
方
統
治
を
推
し
進
め
る
う

え
で

重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に

な
る
の

で

あ
る
。

大
区
・

小
区
制
の

前
身
で

あ
る
区
番
組
制
の

も
と
で
、

戸
長
・

副
戸
長
は
、

毎
月
二
十
日
区
会
所
に

集
ま
り
、

論
議
す
る
こ

と
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い

た
。

こ

の

会
議
は
、

「
事
務
創
業
ノ

際
取
扱
振
等
総
テ
衆
議
ス

ル

」
と
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、

県
治
の

立
場
か

ら
の

上
意
下
達
の

機
能
を
受
け

持
た
さ
れ
て
い

た
。

後
に

区
会
議
と
呼
ば
れ
た
も
の

の

前
身
で

あ
る
。

ま
た
正
副
区
長
も
交
代
で

県
庁
へ

出
庁
し
て
、

実
際
に

施
行
す
る
事
務
に
つ

い

て

説
明
す
る
こ

と
を
と
お
し
て
、

「
政
躰
ノ

主
意
」
を
理
解
し
、

上
下
の

関
係
を
円
滑
に

は
こ

ぶ
こ

と
を
要
請
さ
れ
た
。

こ

の

よ
う
な
上
意
下
達
の

性
格
を
持
つ

会
議
体
を
設
置
し
た
こ

と
は
、

区
番
組
←
大
区
小
区
を
段
階
的
な
地
方
行
政
単
位
と
し
て

位
置
づ
け
た
統

治
組
織
に

み
あ
う
も
の

で

あ
っ

た
。

県
は
、

区
番
組
制
の

施
行
以
来
、

代
議
制
の

導
入
を
か
な
り
積
極
的
に

推
し
進
め
、

維
新
政
府
の

諸
政
策
を
地
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域
に

浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
、

あ
れ
こ

れ
と
、

そ
れ
こ

そ
朝
令
暮
改
的
に

会
議
体
の

制
度
変
更
を
試
み
る
の

で

あ
っ

た
。

と
く
に
、

一

八
七
五
年
以

降
、

こ

れ
ら
の

会
議
体
は
大
区
・

小
区
制
に
よ
る
地
方
統
治
を
遂
行
し
て
い

く
う
え
で
、

重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に

な
り
、

組
織
の

う
え
で

も

整
備
さ
れ
て
、

急
速
に

「
民
会
」
の

体
裁
を
持
つ

よ
う
に

な
っ

た
と
い

わ
れ
る
。

で

は
、

こ

う
し
た
会
議
体
が
、

地
方
統
治
行
政
の

場
で
ど
の

よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い

た
で

あ
ろ
う
か
。

一

八
七
四
年
八
月
、

二
つ

の

県
達
が
、

県
内
を
か
け
め

ぐ
っ

た
。

一

つ

は
、

「
神
奈
川
県
庶
第
二

〇
号
」
で
、

各
大
区
が
選
出
し
た
代
議
人
を
認

可
し
、

「
民
情
実
際
ニ

験
ス

」
事
項
は
す
べ

て

代
議
人
へ

「
下
問
」
す
る
こ

と
を
命
じ
た
の

で

あ
る
。

も
う
一

つ

は
、

足
柄
県
権
令
柏
木
忠
俊
と
、

同
県
参
事
城
多
薫
の

連
名
で

出
さ
れ
た
「
足
柄
県
大
小
区
議
事
概
則
」
で

あ
る
。

「
民
情
実
際
ニ

験
ス

」
事
項
は
、

柏
木
ら
の

言
葉
で
い

え
ば
、

「
民

産
富
ヲ

殖
ニ

シ

安
寧
ヲ

保
護
シ

民
智
ヲ

開
闡
シ

民
権
ヲ

保
全
」
す
る
地
方
事
務
を
実
施
し
効
果
を
あ
げ
る
こ

と
に
か
か
わ
っ

て
い

る
。

実
効
を
あ
げ

る
た
め
に

肝
心
な
こ

と
は
、

「
上
下
協
和
」
し
気
脈
を
つ

う
じ
、

合
同
し
て

協
議
す
る
こ

と
で

あ
る

と
説
い

て
、

大
小
区
の

会
議
を
設
置
し
て
い

っ

た
の

で

あ
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
四
五

）。

足
柄
県
の

大
小
区
会
議
は
、

会
頭
、

幹
事
、

議
員
な
ど
、

す
べ

て
一

般
人
民
の

公
選
に

基
づ
い

て

組
織
、

運
営
す
る
こ

と
と
な
っ

て
い

た
が
、

当

初
は
軌
道
に

乗
る
ま
で

の

措
置
と
し
て
、

大
区
会
議
の

場
合
、

長
官
が
会
頭
に

な
り
、

担
当
の

県
官
が
幹
事
、

正
副
区
長
を
代
議
員
と
し
て

運
営
さ

れ
、

小
区
会
議
は
、

副
区
長
の

な
か
か
ら
会
頭
と
幹
事
を

選
び
、

代
議
員
は
、

各
村
町
駅
ご
と
に

正
副
戸
長
の

う
ち
か
ら
一

名
と
、

有
力
者
一

名
を

公
選
す
る
こ

と
と
し
て
い

た
。

足
柄
県
の

大
区
会
議
は
、

月
に
一

回
開
く
こ

と
に

な
っ

て
い

る

小
区
会
議
で

議
論
し

決
定
し
た
こ

と
が
ら

を

中
心

に
、

年
に

春
秋
二
回
開
催
す
る
こ

と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
が
、

取
り
扱
う
議
事
項
目
は
、

つ

ぎ
の

よ
う
な
事
項
で

あ
っ

た
。

旧
染
ノ

陋
習
ヲ

破
リ
開
化
ヲ

勧
誘
ス

ル

事

民
費
賦
課
ノ

方
法
并
費
用
ヲ

検
査
ス

ル

事

学
校
病
院
ヲ

設
立
シ

并
保
護
維
持
ス

ル

事

勧
業
ノ

事

済
貧
育
幼
授
産
方
法
ノ

事

水
利
堤
防
道
路
橋
梁
ノ

事

保
護
警
察
ノ

事

予
備
凶
荒
ノ

事
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
四
五

）。
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こ

れ
ら
の

議
事
項
目
を
あ
つ

か
い
、

一

般
人
民
の

公
益
を
保
護
す
る
こ

と
が
、

大
区
会
議
の

目
的
で

あ
っ

た
し
小
区
会
議
も
同
様
で

あ
っ

た
（『
明

治
小
田
原
町
誌
』上
巻
）。

こ

の

よ
う
に

大
区
会
議
、

小
区
会
議
、

区
長
会
議
、

代
議
人
会
議
な
ど
は
、

大
区
小
区
が
地
方
行
政
区
と
し
て

組
織
さ
れ
た
こ

と
に

対
応
し
て

発

足
し
た
の

で

あ
り
、

県
の

意
志
を
、

県
内
の

村
々

に

徹
底
さ
せ
る
た
め
の

組
織
と
し
て

ほ
ぼ
一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
以
降
に

作
り
あ
げ
ら
れ
て
い

っ

た
。

い

ず
れ
に

し
て

も
大
区
・

小
区
制
の

も
と
で

の

大
区
会
議
・

小
区
会
議
な
ど
の

「
集
議
」
組
織
は
、

地
方
の

人
々

に

「
文
明
開
化
」
を
散
布
し
、

人
び
と
の

生
活
を
ど
の

よ
う
に

保
障
し
て

民
力
を
た
か
め
て
い

き
、

そ
の

秩
序
を
ど
う
維
持
し
て
い

く
か

を
め
ぐ
っ

て
、

「
上
下
ノ

気
脈
ヲ

通
達
シ

壅

塞
ノ

疾
病
」
の

な
い

よ
う
に

す
る
た
め
の

媒
介
と
し
て

の

役
割
を
強
く
要
請
さ
れ
て
い

た
よ
う
で

あ
る
（
宮
城
好
彦
氏
所
蔵『
代
議
員
触
書
写
』）。

こ

れ

ら
の

「
集
議
」
組
織
が
、

一

八
七
五
年
以
降
に
い

ち
だ
ん
と
整
備
さ
れ
て
い

く
の

も
、

一

般
に

維
新
政
府
が
、

地
方
行
政
の

場
を
つ

う
じ
て
、

地
租

改
正
事
業
を
は
じ
め
、

学
制
、

徴
兵
制
の

実
施
や
、

殖
産
興
業
や
民
政
上
の

諸
政
策
を
推
し
進
め
て
い

く
う
え
で

必
要
と
さ
れ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ

そ
、

「
足
柄
県
大
小
区
会
議
心
得
」
の
一

節
で
、

足
柄
県
当
局
が
、

「
公
同
資
益
」
の

観
点
か
ら
地
域
の

問
題
の

利
害
得
失
を
議
論
し
、

そ

こ

で
の

決
定
事
項
を
実
施
す
る
さ
い

に
は
、

正
副
区
長
ら
の

指
揮
の

も
と
で
一

糸
乱
れ
ず
お
こ

な
っ

て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と
を
、

強
調
し

て
い

る
こ

と
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、

「
集
議
」
組
織
は
、

明
ら
か
に

地
方
統
治
の

要
石
で

あ
っ

た
と
い

え
よ
う
。

摠
テ

議
員
ノ

任
タ
ル

ヤ
一

己
ノ

私
見
ヲ

主
張
ス

ル

ヲ

聴
サ

ス

公
同
資
益
ニ

注
意
シ

其
ノ

施
設
方
法
ノ

利
害
得
失
ヲ

論
定
ス

可
シ

譬
エ

ハ

道
路
ヲ

修
繕
ス

ル

ニ

方
リ
其

ノ

道
幅
ヲ

画
定
シ

其
ノ

工

役
ヲ

賦
課
ス

ル

法
ヲ

立
ル

如
キ
ニ

シ

テ

此
一

例
ヲ

推
シ

テ
其
他
ヲ

知
ル

可
シ

然
レ

ト
モ

之
レ

ヲ

実
際
ニ

挙
行
ス

ル

ハ

正
副
区
戸
長
及
里
長

ノ

権
内
ニ

ア

リ
必
ス

此
権
限
ニ

於
テ

毫
モ

乱
ル

可
カ
ラ
ス

（
資
料
編11

近
代
・

現
代
⑴
四
八
）
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大
区
・

小
区
制
が
地
方
統
治
組
織
と
し
て

機
能
す
る
う
え
で
、

当
初
足
柄
県
の

場
合
は
、

大
区
会
（
副
区
長
会
議
）
←
小
区
会
（
正
副
戸
長
・

代
議
人

会
議
）、

神
奈
川
県
の

場
合
は
、

区
長
会
議
（
県
会
）
←
大
区
会
（
戸
長
会
議
）
←
小
区
会
（
村
用
掛
会
議
）
←
代
議
人
会
（
村
会
）
と
い

う
系
列
の

「
上

意
下
達
」
の

「
集
議
」
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が
、

実
情
を
明
ら
か
に

す
る
こ

と
が
で

き
な
い
。

そ
こ

で
、

神
奈
川
県
の

「
集
議
」
機
関
の

制
度

上
の

推
移
と
、

こ

れ
ら
の

機
関
に

期
待
さ
れ
て
い

た
地
方
統
治
組
織
と
し
て

の

役
割
を
み
て
い

く
。

代
議
人
制
度

『
明
治
十
二

年
七
月

村
会
日
誌

蔵
敷
村
会
議
場
』
と
表
紙
に

筆
墨
さ
れ
た
、

一

冊
の

簿
冊
が
、

保
存
さ
れ
て

来
て
い

る
（『
内

野
家
文
書
』）。

そ
の

簿
冊
に

は
「
代
議
士
設
置
ノ

沿
革
」
と
題
し
て
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
か
ら
一

八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に

い

た
る
神
奈
川
県
の

代
議
人
制
、

町
村
会
、

小
区
会
、

大
区
会
な
ど
の

変
遷
が
年
表
風
に

記
載
さ
れ
て
い

る
の

で
、

ま
ず
そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
。

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
四
月
　

小
前
百
戸
に
つ

き
五
人
の

代
議
人
を
選
び
戸
長
・

副
戸
長
の

選
挙
人
と

す
る

一

八
七
四
（
明
治
七
）
年
六
月
　

代
議
人
の

数
を
戸
数
五
十
戸
ま
で

二
人
、

六
十
戸
ま
で

三
人
、

八
十
戸
ま
で

四
人
、

百
戸
ま
で

五
人
と
改
定

八
月
　

代
議
人
に

正
副
戸
長
の

「
任
選
ヲ

始
メ

民
情
実
際
ニ

験
シ

候
義
ハ

可
及
下
問
」
と

布
達

こ

の

年
五
月

毎
月
毎
木
曜
日
、

県
官
と
区
長
に
よ
る
会
議
を
開
設
す
る
（
区
長
会
）

一

八
七
五
（
明
治
八
）
年
五
月
　

区
長
会
を
県
会
と
改
称

七
月
　

町
村
議
事
会
心
得
と
町
村
会
議
事
仮
規
則
を
定
め
た
が
、

「
詮
議
ノ

次
第
有
之
」
と
、

施
行
を
見
合
わ
せ
る

十
月
　

従
来
の

代
議
人
の

数
を
改
め
て
、

五

十
戸
か
ら
百
戸
ま
で

十
五
人
、

百
戸
か
ら
二
百
戸
ま
で

二
十
人
、

二
百
戸
か
ら
三
百
戸
ま

で

二
十
五
人
、

三
百
戸
以
上
三
十
人
と
し
、

代
議
人
に

「
民
費
ノ

割
合
ヲ

相
談
シ

及
其
遣
払
ヲ

検
査
」
す
る
権
能
を
与
え
る

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
八
月
　

従
来
の

代
議
人
、

小
前
総
代
、

五
人
組
を
廃
止
し
、

町
村
総
代
人
兼
小
区
会
議
員
選
挙
規
則
并
心
得
書
を
定
め
る

九
月
　

小
区
会
議
事
規
則
、

大
区
会
議
事
規
則
を
定
め
る

大
区
会
議
員
は
戸
数
三
百
戸
に
つ

き
一

人
の

割
合
で
、

町
村
総
代
人
の

互

選
投
票
に

よ
る

一

八
七
八（
明
治
十
一

）年
一

月
　
大
小
区
会
議
に

民
費
賦
課
法
議
案
、

貯
金
法
議
案
が
諮
問
さ
れ
る

©神奈川県立公文書館



二
月

従
来
の

県
会
と
教
育
会
議
規
則
を
廃
止
し
、

新
た
に

県
会
議
事
規
則
を
定
め
て
、

県
会
を
設
置

県
会
議
員
は
各
大
区
議
員

の

互
選
投
票
で

二
人
を
選
出

と
い

う
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ

て
い

る
。

代
議
人
の

制
度
は
、

ま
ず
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
四
月
の

「
区
画
改
正
」
の

さ
い

に
、

戸
長
・

副
戸
長
の

選
挙
人
と
し

て

設
置
さ
れ
た
が
、

実

際
に
は
翌
年
の
一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
六
月
か
ら
七
月
に

か
け
て

よ
う
や
く
代
議
人
の

選
出
が
実
施
に

う
つ

さ
れ
て
い

っ

た
。

こ

の

時
点
に
お
け

る
代
議
人
の

職
務
は
戸
長
・

副
戸
長
の

選
任
と
同
時
に
、

民
情
の

実
際
に

関
係
す
る
も
の

す
べ

て

が
下
問
さ
れ
て
い

た
し
、

戸
長
、

副
戸
長
、

村
用

掛
な
ど
の

事
務
の

正
・

不
正
を
監
視
す
る
こ

と
に

も
な
っ

て
い

た
（『
町
田
市
史
』
下
巻
）。
け
れ
ど
も
、

代
議
人
の

定
員
が
、

五
十
戸
ま
で

二
人
、

六

十
戸
ま
で

三
人
、

八
十
戸
ま
で

四
人
、

百
戸
ま
で

五
人
と
い

う
割
合
で

は
、

い

く
ら
小
前
の

投
票
に
よ
っ

て

選
ば
れ
、

そ
の

行
為
は
す
べ

て

村
全
体

の

承
認
を
意
味
す
る
も
の

で

あ
っ

た
に
し
て

も
、

少
な
す
ぎ
る
き
ら
い

が
あ
っ

た
。

実
際
こ

の

定
員
で

は
、

一

村
二
〜
三
人
の

代
議
人
が
置
か
れ
る

に

す
ぎ
な
い

村
も
で
で

く
る
こ

と
か
ら
、

「
諸
般
指
支
」
え
る

と
い

う
理
由
で
、

代
議
人
の

増
員
を
要
求
す
る
村
々

も
で

て

き
た
し
、

ま
た
県
当
局

も
、

代
議
人
の

選
挙
規
則
と
、

職
務
規
定
が
確
立
し
て
い

な
い

こ

と
か
ら
代
議
人
が
困
惑
し
て
い

る
と
い

う
状
況
に
、

し
ば
し
ば
悩
ま
さ
れ
て
い

た

よ
う
で

あ
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
四
七
）。

代
議
人
の
増
員

一

八
七
五
年
十
月
、

「
代
議
人
規
則
」
を
制
定
し
て
、

代
議
人
制
度
に

大
き
な
変
更
を
加
え
た
の

は
、

こ

の

よ

う
な
状
況
を
打

破
す
る
こ

と
に

あ
っ

た
と
い

え
よ
う
。

制
度
上
の

主
要
な
変
更
点
は
、

ま
ず
代
議
人
の

大
幅
な
増
員
で

あ
る
。

五
十
戸
か
ら
百
戸
ま
で
の

町
村
で

十
五
人
、

百
戸
か
ら
二
百
戸
ま
で
が
二

十
人
、

二
百
戸
か
ら
三
百
戸
ま
で

が
二
十
五
人
、

三
百
戸
か
ら
五
百
戸
ま
で

を
三
十
人
と
し
、

い

か
な
る
村
で

も（
五
十
戸
以
下
の

村
は
隣
村
と
合
併
し

て

定
員
を
確
保
す
る

）
最
低
十
五
人
の

代
議
人
を
確
保
で

き
る
こ

と
と
な
っ

た
。

代
議
人
の

選
挙
権
と
被
選
挙
権
は
、

町
村
に

本
籍
を
も
つ

二
十
歳
以
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上
の

男
子
の

戸
主
と
規
定
さ
れ
た
。

代
議
人
の

増
員
と
同
時
に
、

代
議
人
の

職
能
も
明
示
し
た
。

「
代
議
人
規
則
」
第
四
条
で
、

代
議
人
は
町
村
用

掛
の

代
理
あ
る
い

は
補
助
者
で
は
な
い

こ

と
を
は
っ

き
り
と
う
ち
出
し
、

そ
の

職
能
も
町
村
住
民
の

疑
念
を
と
り
の

ぞ
く
た
め
に
、

民
費
の

賦
課
方

法
を
話
し
合
い
、

そ
の

出
納
を
検
査
す
る
こ

と
に

あ
る
と
強
調
し
て
い

た
。

こ

う
し
て

従
来
の

代
議
人
に

ま
つ

わ
り
つ

い

て
い

た
村
用
掛
の

代
理
な

い

し
は
補
助
者
の

よ
う
な
性
質
を
取
り
除
こ

う
と
し
た
の

で

あ
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
四
七
）。

代
議
人
制
度
の

充
実
の

背
後
に
は
、

こ

の

頃
一

般
化
し
て

く
る
民
会
開
設
を
め
ぐ
る
論
議
の

た
か
ま
り
な
ど
も
影
響
し
て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

当

時
の

神
奈
川
県
令
中
島
信
行
は
、

第
一

回
地
方
官
会
議
（
一

八
七
五
年
六
月
）
で

公
選
議
員
に
よ
る
民
会
の

開
設
を
強
力
に

主
張
し
て
い

た
。

中
島
は
、

一

八
七
五
年
七
月
五
日
、

「
管
下
一

般
衆
庶
公
同
之
利
益
ヲ

計
ラ
ン

」
た
め
に
、

町
村
会
を
設
立
す
る
と
の

方
針
を
か
か
げ
、

「
町
村
議
事
会
心
得
」

と
「
町
村
会
議
事
仮
規
則
」
を
県
下
に

布
達
し
て
、

「
町
村
会
ノ

体
裁
大
略
相
立
チ

シ

上
ハ

大
区
会
県
会
ト
推
シ

及
ス

」
と
い

う
政
治
姿
勢
を
明
ら

か
に

し
た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
五
二

）。

こ

の

二
つ

の

規
則
は
、

実
際
に
は
施
行
さ
れ
な
か
っ

た
が
、

代
議
人
制
度
の

充
実
と
い

う
結
果
を
も
た

ら
し
た
と
も
い

え
る
。

代
議
人
が
、

「
町
村
会
議
事
仮
規
則
」
の

議
員
と
違
っ

て
、

選
挙
権
被
選
挙
権
と
も
に
、

財
産
上
の

制
限
（
不
動
産
所
有
）
要

件
が
な
い

こ

と
か
ら
、

定
数
増
も
あ
っ

て
、

町
村
内
の

あ
ら
ゆ
る
階
層
か
ら
選
ば
れ
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

代
議
人
は
小
区
会
議

を
構
成
す
る
の

を
た
て

ま
え
と
し
て
い

た
け
れ
ど
も
、

行
政
単
位
と
し
て

公
認
さ
れ
て
い

な
い

村
が
、

実
際
上
、

村
用
掛
に
よ
る
行
政
上
の

諸
調
査

の

単
位
と
な
っ

て
い

た
こ

と
や
、

民
費
の

賦
課
単
位
と
し
て

も
機
能
し
て
い

た
こ

と
か
ら
、

代
議
人
の

協
議
と
い

う
形
式
は
、

村
会
の

よ
う
な
性
格

を
も
あ
わ
せ
て

持
つ

こ

と
に

な
っ

た
。

新
し
い

制
度
下
の

代
議
人
会
議
は
規
則
改
正
後
一

か
月
、

一

八
七
五
年
十
一

月
に
は
ほ
ぼ
全
県
で

成
立
し
た
よ
う
で

あ
る
。

代
議
人
に

よ
っ

て

構

成
さ
れ
る
小
区
会
議
で
、

審
議
さ
れ
た
事
項
を
み
て

み

る
と
、

た
と
え
ば
、

第
八
大
区
の

各
小
区
で

は
、

正
副
戸
長
、

村
用
掛
の

事
務
不
正
の

監

視
、

地
租
改
正
地
引
絵
図
作
成
、

道
路
修
繕
方
法
の

協
議
と
か
、

地
租
改
正
の

た
め
の

反
別
調
査
の

取
り
き
め
、

改
租
事
業
に

か
か

る
経
費
の

節
約
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方
法
等
々

で

あ
る
（『
八
王
子
市
史
』）。

こ

れ
ら
の

審
議
事
項
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ

う
に
、

民
費
の

賦
課
方
法
だ
け
で

な
く
、

民
情
の

実
際
に

関
す

る
村
方
の

重
要
事
項
が
ふ
く
ま
れ
て
い

た
。

代
議
人
会
議
が
、

小
区
内
の

議
決
機
関
と
し
て

機
能
す
る
よ
う
に

な
っ

た
と
は
い

え
、

議
案
を
直
接
提
出
す
る
権
限
も
な
く
、

県
令
―
区
戸
長
の

下
問
に

答
え
る
と
い

う
性
格
が
強
か
っ

た
の

は
事
実
で

あ
る
が
、

た
ん
な
る
協
力
機
関
と
し
て

機
能
す
る
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。

地
租
改
正
、

学
制
、

徴
兵
制
の

三
大
政
策
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
富
国
強
兵
」「
殖
産
興
業
」
を
推
進
し
て
い

く
上
で

必
要
と
さ
れ
る
諸
政
策
を
、

地
方
行
政
の

場
を
つ

う

じ
て

具
体
化
し
て
い

く
た
め
の

秩
序
を
形
成
し
て
い

く
の

に
は
、

ど
う
し
て

も
町
村
民
の

自
発
的
な
賛
成
を
う
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

代
議
人

会
の

開
設
は
そ
の

よ
う
な
統
治
上
の

必
要
か
ら
開
設
さ
れ
た
の

で

あ
る
が
、

県
（
政
府
）
の

推
進
す
る
政
策
を
、

民
費
負
担
増
を
口

実
に
し
て

反
対

す
る
な
ど
、

行
政
上
の

た
ん
な
る
協
力
機
関
と
し
て

機
能
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い

こ

と
も
あ
っ

た
。

た
と
え
ば
、

人
民
保
護
の

名
目
で

設
置
さ

れ
る
邏
卒
（
巡
査
）
に

た
い

し
、

民
費
が
増
加
す
る
こ

と
を
理
由
に

し
て
そ
の

実
施
を
渋
る
よ
う
な
事
態
も
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い

た（『
八
王
子
市
史
』）。

そ
れ
だ
け
に
、

こ

の

頃
と
も
な
る
と
、

地
租
改
正
事
業
の

進
行
に
と
も
な
う
費
用
負
担
の

増
大
が
、

町
村
財
政
の

運
営
を
む
ず
か
し
く
し
、

そ
の

矛

盾
が
ず
っ

し
り
と
重
く
町
村
民
の

う
え
に
か
か
っ

て

き
た
。

例
を
あ
げ
る

と
、

一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
七
月
か
ら
一

八
七
七
年
六
月
ま
で

の

二
年

間
の

あ
る

小
区
（
四
か
村
で

構
成
さ
れ
て

い

る

）
の

区
費
の

経
費
の

支
出
内
訳
は
、

地
租
改
正
費
が

区
費
総
額
の

四
五
・

四
㌫
を
占
め
、

ま
た
あ
る
村

で

は
、

一

八
七
五
年
の

民
費
総
額
の

七
三
㌫
が
地
租
改
正
費
で

占
め
ら
れ
て
い

た
（『
八
王
子
市
史
』）。

代
議
人
制
度
の
変
質

こ

の

よ
う
な
巨
額
の

地
租
改
正
費
の

負
担
を
と
も
な
う
町
村
財
政
を
維
持
し
、

新
し
い

行
政
に

対
す
る
自
発
的
協
力
を
引

き
出
す
う
え
で

も
、

代
議
人
会
議
は
重
視
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
十
月
、

太
政
官
布
告
第
一

三
〇
号
「
金
穀
公
借
共
有
物
取
扱
土
木
起
功
規
則
」
が

出
さ
れ
て
、

神
奈
川
県
の

代
議
人
制

度
に

も
一

定
の

変
質
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

従
来
の

代
議
人
制
度
が
、

民
費
問
題
だ
け
で

な
く
住
民
の

生
活
に

関
す
る
万
端
の

重
要
事
項
を
協
議
し
、
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会
議
自
体
は
行
政
諮
問
機
関
的
な
性
格
を
も
っ

て
は
い

た
け
れ
ど
も
、

代
議
員
の

資
格
に

も
特
に

財
産
上
の

制
限
が
つ

け
ら
れ
て
い

な
か
っ

た
の

で
、

原
則
上
村
の

す
べ

て
の

階
層
が
、

自
分
た
ち
の

生
活
範
囲
内
の

政
治
に

か
か
わ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。

し
か
し
、

太
政
官
布
告
に

よ
っ

て
、

不
動
産
所
有
者
の

総
代
と
し
て
の

総
代
人
制
度
が
全
国
的
に

強
制
さ
れ
る
。

一

八
七
七
年
八
月
、

神
奈
川
権
令
野
村
靖
は
、

甲
第
八
九
号
を
も

っ

て
、

従
来
の

代
議
人
、

小
前
総
代
、

五
人
組
を
廃
止
し
て
、

あ
ら
た
め

て

町
村
総
代
人
兼
小
区
会
議
員
の

選
出
を
命
じ
た
。

そ
し
て

九
月
に
は

「
小
区
会
議
事
規
則
」、
「
大
区
会
議
事
規
則
」
を
布
達
し
て
、

小
区
会
、

大
区
会
の

開
設
を
命
じ
て
い

る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
五
七
）。

新
た
な
町
村
総
代
人
は
、

村
ご
と
に

置
か
れ
た
が
、

戸
数
百
戸
ま
で

二
人
と
し
、

百
戸
ご
と
に
一

人
を
増
員
す
る
と
い

う
こ

と
で
、

人
員
が
縮
小

さ
れ
、

総
代
人
の

選
挙
被
選
挙
資
格
も
男
戸
主
で
、

不
動
産
を
所
有
し
国
税
あ
る
い

は
県
税
を
納
め
る
者
に

限
ら
れ
た
。

ま
た
総
代
人
は
小
区
会
の

議
員
を
兼
任
し
、

大
区
会
の

議
員
を
互
選
す
る

こ

と

と
な
っ

た
。

町
村
総
代
人
は
、

不
動
産
所
有
者
（
土
地
持
ち

）
の

総
代
と
い

う
性
格
を
お
び
た

の

で

あ
る
。

と
こ

ろ
が
こ

の

総
代
人
の

役
割
は
、

町
村
の
一

般
住
民
の

利
害
得
失
に

関
す
る
事
項
に
つ

い

て

区
戸
長
ら
の

尋
問
を
う
け
、

そ
れ
に

答

え
る
こ

と
に

あ
っ

た
が
、

総
代
人
の

「
答
議
」
が
、

「
人
民
ノ
一

同
答
フ

ル

モ

ノ

ト
見
認
ル

」
と
さ
れ
て
、

後
日
、

「
人
民
ヨ

リ
異
議
ヲ

称
フ

ル

権
理

ナ
キ
モ

ノ

ト
ス

」
と
さ
れ
た
た
め
、

町
村
内
人
民
の

代
表
と
し
て
の

機
能
も
持
た
さ
れ
て
い

た
。

こ

の

町
村
総
代
人
が
小
区
会
の

議
員
を
兼
ね
、

「
民
費
予
算
非
常
予
備
ノ

蓄
積
法
道
路
橋
梁
ノ

修
造
教
育
上
其
他
共
有
物
保
存
等
」
な
ど

を

協
議

決
定
し
、

そ
の

決
定
に
つ

い

て

町
村
民
は
異
議
を
さ
し
は
さ
む
こ

と
が
で

き
な
い

も
の

と
さ
れ
た
。

こ

の

よ
う
な
性
格
を
与
え
ら
れ
た
町
村
総
代
人

の

う
ち
か
ら
、

三
百
戸
に
一

人
の

割
合
で

互
選
し
た
議
員
で

も
っ

て

大
区
会
が
運
営
さ
れ
る
こ

と

に

な
り
、

七
八
（
明
治
十
一

）
年
二

月
に
は
、

従

来
の

区
長
・

学
区
取
締
ら
の

会
議
で

あ
っ

た
県
会
・

教
育
会
が
廃
止
さ
れ
て
、

各
大
区
議
員
の

中
か
ら
二
名
ず
つ

互
選
さ
れ
た
議
員
で

構
成
さ
れ
る

県
会
を
新
し
く
設
置
し
て

い

っ

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
六
二
）。

不
動
産
所
有
者
の

総
代
で

あ
る
各
町
村
二
名
の

者
が
、

町
村
民
の

意
志
を
代
表
す
る
形
式
を
と
る
こ

れ
ら
の

代
議
人
制
度
は
、

町
村
民
←
町
村
総

©神奈川県立公文書館




